
京都市立学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和元年５月７日 

京都市教育委員会 

教育長 在田正秀 

京都市教育委員会規則第１号 

   京都市立学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例施行規則の一部を改正する規則 

 第１号様式注以外の部分中「宛て先」を「宛先」に改め，「□男 □女」を削る。 

 第２号様式注以外の部分中「宛て先」を「宛先」に，「「※１０」を「「※９」に，「「※１

１」を「「※１０」に，「「※１２」を「「※１１」に，「看護婦」を「看護師」に改め，「平

成」を削る。 

 第３号様式注以外の部分中「宛て先」を「宛先」に改める。 

 第４号様式注以外の部分中「宛て先」を「宛先」に改め，同様式注３中「政令」を「公

立学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令（以下「政

令」という。）」に改め，同注４中「公立学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償の基準を定める政令（以下「政令」という。）」を「政令」に改める。 

 第５号様式注以外の部分，第６号様式注以外の部分，第７号様式注以外の部分，第８号

様式注以外の部分，第９号様式注以外の部分，第１０号様式注以外の部分及び第１１号様

式注以外の部分中「宛て先」を「宛先」に改める。 

 第１２号様式注以外の部分中「宛て先」を「宛先」に改め，同様式注４中「政令」を「公

立学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令」に改め

る。 

 第１３号様式注以外の部分中「宛て先」を「宛先」に改める。 

 第１４号様式注７ オ中「達したとき」を「達する日以後における最初の３月３１日を

過ぎたとき」に改める。 

 第１５号様式注以外の部分，第１６号様式注以外の部分及び第１７号様式注以外の部分

中「宛て先」を「宛先」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 



１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，教育委員会が認めるものに限り，当分の間，これを使用す

ることができる。 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 


